
自転車等の放置防止に関する条例の一部改正（移動費用の改定）（案）について 

〇案件名：自転車等の放置防止に関する条例の一部改正 

（第 13条(移動費用の徴収)の規定に基づく別表の改正） 

〇改定の趣旨 

 「逗子市自転車等の放置防止に関する条例」は、公共の場所に自転車等が放置される

ことを防止することにより、良好な生活環境を保持し、併せて災害時における防災活動

の確保を図ることを目的としており、当該放置自転車等の移動に要した経費にかかる費

用負担適正化の視点から、移動費用を改定するもの。 

〇条例改正（案） 

(移動費用の徴収) 

第 13条 市長は、第 11条第 2項又は第 4項の規定により自転車等を移動したときは、

当該自転車等の所有者から別表に定める移動費用を徴収する。 

【改正前】 

別表(第 13条関係) 

区分 移動費用 

自転車 1台につき 1,000円 

原動機付自転車及び自動二輪車 1台につき 2,000円 

【改正後】 

別表(第 13条関係) 

区分 移動費用 

自転車 1台につき 2,000円 

原動機付自転車及び自動二輪車 1台につき 4,000円 

※平成 30 年６月１日以降に開始する自転車等の移動から適用。 

議案第16号資料



 

「自転車等の放置防止に関する条例の一部改正（移動費用の改定）」に関する 

市民意見募集（パブリックコメント）の実施結果について 

 

 

「自転車等の放置防止に関する条例の一部改正（移動費用の改定）」に関する 

市民意見募集（パブリックコメント）を実施した結果は次のとおりでした。 

 

 

１．提出された意見 

  ０件 

 

２．募集期間 

  平成 29年 12月５日（火）～平成 30年１月９日（火）必着 

 

３．提出方法 

  任意の様式に「自転車等の放置防止に関する条例の一部改正（移動費用の改定）」と明

記し、住所、氏名、意見を記載のうえ、直接、ファックス、Eメール（添付ファイルは不

可）又は郵送などで環境都市課へ（平成 30年１月９日（火）必着） 

 

４．周知 

  広報ずし、逗子市ホームページ 

 

５．閲覧場所 

  環境都市課、情報政策課情報公開係、市民交流センター、沼間小学校区コミュニティ

センター、小坪小学校区コミュニティセンター、文化プラザホール、逗子アリーナ、高

齢者センター、体験学習施設、図書館、自転車等保管場所、逗子市ホームページ 

 

６．担当課 

  環境都市課 
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